
スマホルール
「つなひき」のすすめ！！

ルール1 かいすぎない！

ルール2 がらスマホをしない！

ルール4 けんなサイトをみない！

ルール3 とがいやなきもちになる

つかいかたをしない！
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鍛ほめ福岡メソッド

ホームページでは、説明動画や資料を使ってわかりやすく説明しています。
ぜひご覧いただき活用してください。

「ネット社会」といわれる現在、子どもたちにとってスマートフォンなどのメディアは必要な
道具となっています。だからこそ、安全・安心な利用方法について学ぶことが大切です。
みなさんも、「つ・な・ひ・き」をスマホルールの合言葉として、安全・安心な利用ができる

ように考えてみましょう！

このチラシは、コピー可能ですので、保護者等への配布・説明用として御活用ください（改変不可）。

きた


